
 私有地である「私道」に下水道を整備したい場合、私道所有者の負担で工

事しなければなりません。 

八戸市では下水道の普及促進を目的に、一定の条件を満たした場合、私道

及び私道沿道の土地・建物所有者全員から同意を得て、市へ必要書類を提出

し申請することで、市が公共下水道を整備する「私道への公共下水道設置制

度」を設けています。 

 私道に設置する下水道を利用する建物が２棟以上あり、 

それぞれ所有者が異なっていること 

※私道は、建築基準法上の道路とは異なります。 

 道路用地が「分筆登記」されていること 

 私道の所有者全員が承諾していること(※1) 

 工事や維持管理に支障のないこと 

① 公共下水道設置代表申請書（第１号様式） 
   私道の代表者１名が提出。代表者とは市役所との窓口です。 

  （代表者は、私道の所有者でも沿道住民でも構いません。） 

② 公共下水道設置申請書（第２号様式） 
   私道沿道の土地・建物の所有者全員提出。 

③ 公共下水道設置承諾書（第３号様式） 
   私道の所有者全員提出。(※1) 

○ 『公共下水道設置申請書』、『公共下水道設置承諾書』は、申請に必要な対象者

全員分を提出してください。  

（※1）共同所有型私道の承諾については、各共有者の持分の過半数を占める者から承諾書

が提出され、かつ、調査（登記簿・戸籍等の記載事項の事実確認）を尽くしても全ての所有者

から承諾を得られない正当な理由がある場合、公共下水道の設置が可能です。（ただし、沿道

土地・建物の所有者の承諾は必須、明らかな反対者がいる場合は不可です） 

○ 下水道の整備は、申請を受理してから２年ほど要します。 

○ 受益者負担金は、私道に下水道が整備された翌年度に賦課されます。 

○ 制度の利用は義務ではありません。 近隣の皆様と相談の上、御検討ください。 

○ 私道への下水道設置申請に関して問題が発生した場合（申請者の翻意、所在等不

明者の発見等）は、当事者間において誠意をもって解決してください。 

 

 

 

（ 裏面もごらんください ） 



○ 事情の許す限り、早めに下水道への接続をお願いします。 

 下水道処理区域では、下水道への接続が法律(※2)で義務付けられます。 

下水道の整備が完了したら、「八戸市指定排水設備工事業者」に水洗化工事を

依頼し、なるべく早く生活排水を下水道へ流せるようにしましょう。 

 ※2 下水道法第１０条及び第１１条の３ 

○ 下水道の整備が完了した翌年度に受益者負担金が賦課されます。 

 受益者負担金は、下水道が整備された区域のすべての土地が対象となり、 

原則として土地所有者が納めることとなります。なお、土地の利用状況などにより

負担金の減免（減額）や、除外（一時延期）ができる場合があります。 

 

 

ご相談・お問い合わせは 

私道の下水道設置制度の相談 

水洗化工事の相談 

下水道業務課 水洗化普及グループ 

（電話）０１７８－４４－８２５８ 

  

受益者負担金について 
下水道業務課 料金グループ 

（電話）０１７８－４４－８２５１ 
 

 

 

受益者負担金 ＝ 土地の面積（㎡）×２８０円 
 


